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小
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院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
公
共
事
業
に
お
け
る
総
事
業
費
の
膨
張
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
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年
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二
十
八
日
受
領

答

弁

第

二

三

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
公
共
事
業
に
お
け
る
総
事
業
費
の
膨
張
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

過
去
十
年
間
の
公
共
事
業
に
係
る
お
尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
公
共
事
業
に
つ
い
て
調
査
し
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
、
作
業
が
膨
大
と
な
る
た
め
困
難
で
あ
る
が
、
既
に
決
算
が
確
定
し
て
い
る
平
成
五
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で

の
十
年
間
に
事
業
が
完
了
し
た
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
の
実
施
に
係
る
公
共
事
業
の
う
ち

最
終
的
な
総
事
業
費
が
百
億
円
以
上
で
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
資
料
に
よ
り
把
握
で
き
る
範
囲
内
で
調
査
し
た

結
果
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
一
般
に
、
一
の
公
共
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
工
区
、
工
種
等
ご
と
に
相

当
数
の
発
注
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
事
項
の
う
ち
「
発
注
日
」
及
び
「
受
注
業
者
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す

べ
て
に
つ
い
て
調
査
し
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
、
作
業
が
膨
大
と
な
る
た
め
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

別
表
に
お
い
て
記
載
し
た
と
お
り
、
最
終
的
な
総
事
業
費
が
当
初
の
総
事
業
費
見
込
額
の
一
・
五
倍
以
上
と
な
っ
た
主
な

要
因
は
、
土
地
所
有
者
等
と
の
調
整
に
当
初
の
想
定
以
上
の
期
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
物
価
及
び
地
価
の
上
昇
、
事
業
着

手
後
の
詳
細
な
現
地
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
た
施
工
方
法
の
見
直
し
、
事
業
着
手
後
に
生
じ
た
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
へ
の

一



対
応
等
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
要
因
を
事
業
着
手
時
点
に
お
い
て
正
確
に
予
見
し
、
事
業
費
の
増
加
を
完
全
に
回
避
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
と
し
て
は
、
総
事
業
費
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
た
め
、
事
業
着
手
前
の
よ
り
詳

細
な
現
地
調
査
の
実
施
等
に
よ
る
設
計
精
度
の
向
上
を
図
る
ほ
か
、
地
元
関
係
者
、
関
係
行
政
機
関
等
と
の
十
分
な
調
整
、

事
業
の
重
点
化
・
集
中
化
及
び
用
地
取
得
の
円
滑
化
に
よ
る
事
業
の
迅
速
化
、
計
画
及
び
設
計
の
見
直
し
等
に
よ
る
事
業
内

容
の
最
適
化
、
入
札
・
契
約
の
見
直
し
及
び
単
価
等
の
積
算
の
見
直
し
に
よ
る
調
達
の
最
適
化
等
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
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